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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、継続的な企業価値の向上のためには、株主をはじめとする各ステークホルダーとの良好な関係構築が不可欠であり、そのためには、経
営の透明性、効率性、健全性を確保し、日常的に強化させていく必要があると認識しております。

具体的には、法令等の遵守、適時適切な情報開示、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の強化に加え、経営監視体制の充実を
図っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

倉橋健太 10,965,000 26.75

柴山直樹 7,066,000 17.24

田畑正吾 3,900,100 9.51

株式会社日本カストディ銀行 1,428,400 3.48

GOOGLE　INTERNATIONAL　LLC 1,420,900 3.46

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 697,800 1.70

セブンオークスキャピタル株式会社 600,000 1.46

株式会社SBI証券 560,625 1.36

THE BANK OF NEW YORK 133595 560,000 1.36

楽天証券株式会社 548,200 1.33

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

「大株主の状況」は2025年9月30日現在の状況です。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース



決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松澤　香 弁護士 ○

三村　真宗 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家



g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松澤　香 ○

松澤氏は三浦法律事務所パートナー及び

OnBoard株式会社の代表取締役でありま
す。三浦法律事務所と当社との間には法
律相談等の法律事務に関する委任契約と
いう取引関係がありますが、同氏は当該
契約上の委任事務には関与しないととも
に、当該契約における報酬は委任事務の
内容を勘案し合理的な報酬額としておりま
す。また、当社とOnBoard株式会社との間
には、人材紹介契約という取引関係にあ
りましたが、当該契約における報酬は委
託業務の内容を勘案し合理的な報酬額と
しているとともに、2023年1月をもって当該
契約は終了しております。

松澤香は、弁護士及び企業経営者としての豊
富な知識及び経験を有しています。今後の事
業の拡大やグローバル展開、ESGやSDGsを踏
まえた経営強化のために同氏が必要不可欠な
人材であるとの判断から選任しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定

める独立役員の確保にあたっての判断基準に

照らし、当社との間に特別な利害関係は存在し

ないことから、一般株主との利益相反が生じる

おそれがないと判断し、独立役員として指定し

ています。

三村　真宗 ○ ―――

三村真宗は、企業経営者としての豊富な知識
及び経験を有し、経営の重要事項の決定及び
業務執行の監督を行うにふさわしいとの判断
から、選任しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定
める独立役員の確保にあたっての判断基準に
照らし、当社との間に特別な利害関係は存在し
ないことから、一般株主との利益相反が生じる
おそれがないと判断し、独立役員として指定し
ています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬協議会 6 0 1 2 2 1
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬協議会 6 0 1 2 2 1
社外取
締役

補足説明

当社は、取締役の評価・指名・報酬に関する取締役会の諮問機関として、指名報酬協議会を設置しており、取締役の評価及び指名・報酬に関する
議論、検討を行っています。指名報酬協議会は、全ての社外取締役、社外監査役及び代表取締役によって構成されており、松澤香社外取締役を
議長としています。指名報酬協議会は年１回程度開催しており、当事業年度においては２回開催しました。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名



監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人、内部監査担当者は四半期に一度意見交換等を行っており、三者間で相互の監査計画の情報交換及び監査結果等につい
て説明、報告を行うなどの連携により監査の品質向上を図っております。また、監査役は、内部監査担当者より内部監査実施状況及び結果につ
いて定期的に報告を受けております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山並 憲司 他の会社の出身者

福島 史之 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山並 憲司 ○ ―――

山並憲司は、複数の企業における豊富な経験
に加え、法務・コンプライアンスについても幅広
い経験を有しており、当社の監査体制の充実・
強化を図ることができるものとの判断から選任
しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定
める独立役員の確保にあたっての判断基準に
照らし、当社との間に特別な利害関係は存在し
ないことから、一般株主との利益相反が生じる
おそれがないと判断し、独立役員として指定し
ています。



福島 史之 ○ ―――

福島史之は、公認会計士の資格を有しており、
財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
ることから、当社経営の妥当性・適正性を確保
するための監査・監督を行うにふさわしいとの
判断から、選任しております。

また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定
める独立役員の確保にあたっての判断基準に
照らし、当社との間に特別な利害関係は存在し
ないことから、一般株主との利益相反が生じる
おそれがないと判断し、独立役員として指定し
ています。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社は、今後の国内外における優秀な人材の招聘と人材流出の防止（競争力の向上）を図り、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主と
の一層の価値共有、業績目標の達成に対するコミットを進めるため、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度を導入しておりま
す。なお、譲渡制限付株式報酬制度については取締役（社外取締役を含む。）を対象とし、業績連動型株式報酬制度については社外取締役を除く
取締役を対象としております。

これらの報酬制度については、報酬水準、報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、具体的な報酬支給額等について
は、事前に社外役員と協議の上、取締役会において決定することとしております（詳細は、後掲「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内
容」に記載しております。）。

また当社は、当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目的として、一部の社内
取締役及び社外取締役に対しストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員

該当項目に関する補足説明

社内取締役、社外取締役及び従業員に対して、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、当社の企業価値・株主価値を向上させることを目
的として、就任時期、在籍時期、期間、今後の事業成長への貢献度などを勘案して定めた数のストックオプションを付与しております。

また、社内監査役及び社外監査役に対して、株主との利害の共有化を図ることを目的としてストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額に
て開示をしております。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬
等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は以下のとおりです。

1, 役員報酬の基本方針当社は、取締役の報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置付けるものであります。取締役の報酬は、

当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するとともに、当社の企業文化と整合するような報酬体系
とし、報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、基本報酬（金銭報酬）及び株式報酬
により構成しております。株式報酬は、今後の国内外における優秀な人材の招聘と人材流出防止（競争力の向上）を図り、中長期的な企業価値向
上に向けた取組や株主との一層の価値共有、業績目標の達成に対するコミットを進めるためのものとしております。

個々の取締役の報酬の決定にあたっては、その決定プロセスが透明性・客観性をもつものでなければならないこととしております。

2. 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

(1) 基本報酬（金銭報酬）に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含みます。)取

締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、市場環境、日本国内外の当社と規模や業種・業態の類似する企業における報酬水準、業界水準、当社
業績の他、職位、スキル、所管事業部門での職責、個人評価や事業計画に対する業績達成率等の諸般の事情を考慮して決定いたします。

(2) 株式報酬の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含みます。）

当社の株式報酬制度は、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬で構成しております。

①譲渡制限付株式報酬制度　社外取締役を含む取締役を対象とし、今後の国内外における優秀な人材の招聘と人材流出の防止（競争力の向
上）を図り、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主との一層の価値共有を進めること等を目的として、概ね３年間から５年間の間（社外取
締役にあっては、３年間から５年間の間）で当社取締役会が定める期間継続して当社の取締役等を務めることを譲渡制限解除の条件とする譲渡
制限付株式報酬制度（以下「本制度Ⅰ」といいます。）を導入しております。本制度Ⅰ に基づく譲渡制限付株式は、社外役員との協議を経て、取締

役会が定める時期に交付いたします。

②業績連動型株式報酬制度　社外取締役を除く取締役を対象とし、本制度Ⅰの目的に加えて、業績目標の達成に対するインセンティブを強化す
ることを目的とする業績連動型株式報酬制度（以下「本制度Ⅱ」といいます。）を導入しております。業績連動型株式報酬の内容は、取締役会にお
いて評価期間（以下「評価期間」といいます。）を設定し、対象取締役に対して、評価期間経過後に、評価期間中の継続勤務及び業績条件の達成
を条件として株式を交付するものとし、制度Ⅱに基づく報酬の半分は納税資金を確保するために金銭で支給いたします。

(3) 基本報酬（金銭報酬）の額、株式報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定の方針当社は成長初期・投資フェーズであ

ることから、当面は、取締役の個人別の報酬等の額における割合としては、基本報酬を報酬の中心としております。もっとも、基本報酬（金銭報酬）
の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の割合については、当社の成長ステージや当社と同程度の事業規模又は関連する業種・業
態に属する国内外の企業における水準等を踏まえ、当社の持続的成長への適切なインセンティブとして機能するよう継続的に検討し、設計するも
のとしております。

3. 取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項当社における個別の取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限

度額の範囲内において、取締役会の決議により決定いたします。なお、取締役の個別の報酬については、報酬水準、報酬額の妥当性と決定プロ
セスの透明性・客観性を担保するため、具体的な報酬支給額等については、事前に社外役員と協議の上、取締役会に上程しなければならないこ
ととしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会の資料を事前に通知し、上程議案について事前説明を行うことにより社外取締役及び社外監査役に十分な検討の時間を確保しておりま
す。また、当社の事業理解のために、取締役会とは別途、取締役及び監査役の協議の機会を設けております。加えて、法務部門が適宜社外取締
役及び社外監査役のサポートを行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(a) 取締役及び取締役会

当社の取締役会は、取締役5名（うち社外取締役２名）で構成されております。毎月１回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催
し、重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。

(b)監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤の社外監査役２名で構成されております。毎月１回の監査役会を開催し、監査に関する重要事項に
ついての情報交換、協議並びに決議を行っております。また、各監査役は取締役会に参加し、取締役の職務執行状況の監査を行っております。

(c)経営会議

当社の経営会議は、代表取締役、取締役（社外取締役を除く）の一部、執行役員の一部及び常勤監査役で構成されております。毎月２回の定時
経営会議の他、必要に応じて臨時経営会議を開催し、経営上の課題を審議、業務執行上の報告及び協議を行っております。

(d)内部監査

内部監査につきましては、会社規模を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、代表取締役により選任された内部監査担当者４名が実施しており
ます。内部監査担当者は、内部監査規程に基づき年度計画を策定し、全社員が企業倫理及び各種法令を遵守し、健全かつ効率的な業務を遂行
できる体制を確立できているかについて部門ごとに監査を行っております。監査結果は、代表取締役に報告され、重要と認めた事項について、改
善指示書として被監査部門に伝達します。改善指示書を伝達された被監査部門の責任者は、改善状況について遅滞なく代表取締役及び内部監



査担当者に報告することとしております。

(e)監査役監査

監査役監査につきましては、監査役監査計画に定められた内容に基づき、各監査役が監査を行っております。常勤監査役は取締役及び従業員と
の日常的な対話を行うことで経営の実態把握に務めております。これらの監査内容は、原則として毎月１回開催される監査役会において情報共有
を行っております。

(f)会計監査

当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当
社の間には特別な利害関係はありません。継続監査期間、業務を執行する公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成は以下
のとおりであります。

・継続監査期間

10年間

・業務を執行する公認会計士の名前

　指定有限責任社員・業務執行社員　新井　浩次

　指定有限責任社員・業務執行社員　井上　倫哉

その他監査業務における補助者は、公認会計士９名、その他16名です。

なお、当社では、以下のとおり、取締役及び監査役候補者の選任基準を設けております。

・取締役及び監査役候補者選任基準当社は、取締役及び監査役（以下「役員」と総称します。）を選任するにあたっては、以下に定める選解任基
準に従います。 透明性・公正性を高めるために、候補者は社外役員で構成される協議会において審議を行い、その答申を踏まえ取締役会で決定

されます。 監査役候補者は監査役会の同意を得ます。

各候補者は株主総会の議案として提出され、決定されます。

・取締役候補者選任基準取締役として株主からの経営の委任に応え、その選任によって取締役会における経験や専門性の多様性が保持され、
取締役会がますます強化されることとなる者を取締役候補者として選任します。選任にあたっては以下の項目を踏まえ、候補者を決定します。

1．当社ミッションを良く理解し、自由闊達で建設的な議論を積極的に行い、自らの立場で実践することができること。

2．中長期的な企業価値向上に資する経験と専門性を有すること。

3．中立的な見地から、公正な判断を行うことができ、マネジメント能力を発揮できること。

4．人格、見識に優れ、社会的信用と高い倫理観を有すること。

5．取締役としての責務・役割を果たすために必要な時間・労力を確保できること。

6．当該候補者が選任されることで、経験や専門性の多様性を保持し、取締役会がその機能を効率的・効果的に発揮できること。

7．当社と競合関係にあると認められる他社の役職員ではないこと。

8．会社法に定める取締役の欠格事由に該当しないこと。

9．社外取締役候補者については、事業環境や競合の動向等を踏まえ、経営全体を俯瞰して本質的な課題を把握し、社内経営陣に対して率直に
意見表明を行うことができること。また独立性判断基準を満たしていること。

・監査役候補者選任基準監査及び監査役の機能の重要性を考慮の上、当社の経営における本質的な課題を把握し、経営陣に対して率直に意見
表明を行うことができる者を監査役候補者として選任します。選任にあたっては以下の項目を踏まえ、候補者を決定します。

1．当社ミッションを良く理解し、自由闊達で建設的な議論を積極的に行い、自らの立場で実践することができること。

2．経験と専門性を踏まえ、全社的な見地で、公正、中立的・客観的な視点から監査をすることができること。

3．人格、見識に優れ、社会的信用と高い倫理観を有すること。

4．監査役としての責務・役割を果たすために必要な時間・労力を確保できること。

5．当該候補者が選任されることで、知識、経験、専門性のバランスがとれること。

6．事業環境や競合の動向等を踏まえ、経営全体を俯瞰して本質的な課題を把握し、経営陣に対して率直に意見表明を行うことができること。

7．当社と競合関係にあると認められる他社の役職員ではないこと。

8．会社法に定める監査役の欠格事由に該当しないこと。

9．社外監査役候補者については独立性判断基準を満たしていること。

・取締役解任基準

1．選任基準を明らかに満たしていない事象が生じた場合。

2．不正の行為又は法令若しくは定款等の社内規定に違反する重大な事実が生じた場合。

3．公序良俗に反する行為を行った場合。また職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合。

4．職務の遂行に著しい支障が生じた場合。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、株主総会、取締役会、経営会議、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監査する役割として、内部監査担当を
設置し、これら各機関の相互連携によって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、この体制を採用しておりま
す。これにより、経営の健全性、透明性を確保しつつ、効率性も備えた経営体制を確立することが、当社の継続的な発展に資するものと考えてい
るためであります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組む予定です。

なお、当社ホームページへの掲載については早期に行うこととしております。



集中日を回避した株主総会の設定
当社は12月決算のため、定時株主総会の開催は毎年３月としており、集中日にはあたら
ないものと考えております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権の行使の方法を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ参加してお
ります。

その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組みは今後検討すべき事項として
考えております。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知（要約）の英文での提供を行っております。

その他
株主総会への参加機会を拡充するためバーチャル株主総会（出席型）の方法を併用して
おります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページへ掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

決算説明資料、短信、適時開示等を原則として開示と同時に自社ウェブサイト
へ掲載しており、個人投資家向けにその掲載情報を配信しております。 また、

株主総会の中で事業に関する説明を行い、個人投資家の方との対話の場を
設けております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算毎にアナリスト・機関投資家向け説明会を実施しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 海外投資家向けの説明会を実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページのIRサイト(https://plaid.co.jp/ir/)において、決算短信、適時
開示資料、有価証券報告書、半期報告書、説明会資料や書き起こし資料、動
画資料等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
財務経理部門にてIRを担当しており、投資家・株主との円滑なコミュニケーショ
ンを図る体制を整えています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、株主、顧客、取引先をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが
事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に
対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営
の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社が取引先に提供するプロダクトは紙等の資材や運搬等のエネルギーを消費しないも
のであります。

当社のプロダクトにおいてはGoogle CloudやAmazon Web Serviceなど再生エネルギーを活

用する環境に配慮したクラウドサービスを活用しております。

LED照明の採用、先進的な高効率設備機器やシステムを導入し、二酸化炭素（CO2）排出
量の削減にビル全体で取り組むGINZA SIXを単一のオフィス拠点として選定しております。

リモート勤務や商談でのオンライン活用によりオフィス空調や移動に伴うCO2排出を軽減し
ております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を
行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、健全性を維持しながら企業価値を継続的に向上させるために、コンプライアンス及び、公正で透明性の高い経営を確保していくことがコー
ポレート・ガバナンスの基本であると考え、以下のとおり、当社及び当社子会社から成る企業集団（以下「グループ」もしくは「グループ会社」といい
ます。）の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を図っております。

なお、以下に掲げる事項は、グループ会社において既に構築され、実施されている体制について確認するものでありますが、今後も不断の見直し
により、その時々の要請に合致した体制を構築し、実施していくものであります。

1．グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守して事業活動を行う企業文化を構築するため、コンプライアンスに関する諸規程を制定し適

正な運用を行うとともに、代表取締役は、コンプライアンスの重要性が浸透するよう取締役及び使用人に啓蒙する。

(2) コンプライアンス違反に対し、取締役、監査役、及び使用人等当社で就業するすべての者からの通報体制として内部通報制度を整備し、その

運用に関する規程を定め、適正な運用を行う。

(3) 内部監査担当者は内部監査規程に基づき、法令及び定款の遵守体制に関する監査を行い、その有効性について評価を行う。監査の結果、是

正、改善の必要があるときは、直ちに代表取締役及び監査役に報告を行う。

(4) 反社会的勢力からの不当な要求には弁護士及び警察等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

(1) 取締役の職務執行に関する情報は、法令ならびに取締役会規程及び文書管理規程に基づき適正に作成、保存、管理する。

(2) 当社は、業務上取扱う情報について情報セキュリティ規程に基づき、適切に保存及び管理する体制を整備し、運用する。

3．グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社のリスク管理体制強化のためにリスク管理規程を制定し、リスク評価及び対応は、法務部門が推進する。

(2) リスク管理委員会において、各種リスク管理の方針等について審議等を行い、重要事項は必要に応じて取締役会に報告を行う。

(3) 内部監査担当者は、内部監査規程に基づきリスク管理体制に対し監査を行い、その有効性について評価する。体制や運用方法について改善

の必要があるときは、直ちに代表取締役及び監査役に報告を行う。

4. グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 定款及び取締役会規程に基づき、適正に取締役会を運営し、取締役会は、原則として毎月1回、その他必要に応じて随時開催する。

(2) 取締役会は、取締役会規程に則り経営上の重要事項の決議を行うとともに、業務の執行状況等の報告及び協議を行う。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、及び稟議規程を制定し、適正に

運用する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、経営にかかわる業務執行上の重要事項については、当社の代表取締

役、取締役（社外取締役を除く）の一部、執行役員の一部及び常勤監査役から構成される当社の経営会議において決議、協議、報告を行う。経営
会議は、原則として毎月2回、その他必要に応じて随時開催する。

5. グループ会社における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、子会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ全体の経営の適正かつ効率的な運営に資するため、事業アライアンスや社内協業

を通じて企業集団として統制環境の統一に努めるものとする。

(2) 子会社には、必要に応じて当社から取締役及び従業員等を派遣し、グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行う。

(3) 当社のコンプライアンスやリスク管理を所管する法務部門、その他内部統制機能を所管する部門は、子会社が当社に準拠して構築する内部

統制及びその適正な運用状況について十分な連携を図る。

(4) 当社は、財務報告に関する基本方針を定め、グループ全体の財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に

関する事項

(1) 監査役は、監査の実効性の確保の観点から、監査役の職務を補助するための使用人（以下「補助使用人」という。）を設置することを取締役会

に対して要請することができる。

(2) 監査役は、補助使用人を設置する場合には、補助使用人の業務の遂行、仕事量、人事評価等を含め、働きやすい環境が確保されるよう努め

る。

(3) 補助使用人の人選、人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査役の同意権、補助使用人に対する監査役の指揮命令権等について、監

査役は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分に留意する。

7. グループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席する。

(2) 監査役は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営方針、事業の環境と推進状況等について説明を受けるとともに、監査の実効性を高めるた

めの要望等についても意見を交換する。

(3) 監査役は、取締役のほか、コンプライアンスやリスク管理を所管する法務部門、その他内部統制機能を所管する部門から内部統制システムの

構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受ける。

(4) 内部通報窓口担当部門は、内部通報制度の通報内容及び状況を直ちに監査役に報告を行う。

(5) 内部監査担当者は、監査役に対しその監査計画及び監査結果について定期的に報告を行い、監査役は必要に応じて調査を求める。

(6) 監査役は取締役と協議し、監査役に報告を行った者又は内部通報制度における通報を行った者が、当該報告又は通報を行ったことを理由とし

て不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。

(7) 各監査役が意思疎通を図り、監査及び経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うことにより、監査に関する重要な事項につ

いて情報を共有し、監査役共通の事項について決定するために監査役会を設置する。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開催する。

(2) 監査役は、監査の実施状況とその結果について、定期的に代表取締役及び監査役会に報告する。

(3) 監査役会は、会計監査人との十分な連携を図る。



(4) 監査役は、職務の執行について生ずる費用について、代表取締役と協議のうえあらかじめ予算に計上し、緊急又は臨時に支出した費用と合わ

せて当該費用を、会社から前払又は償還を受けることができる。

(5) 監査役は、必要に応じて弁護士等外部専門家の意見を徴することができる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力とはいかなる関係も持たず、不当要求等については毅然とした態度で対応することを方針としております。経営会議をはじ
めとする当社の主要な会議体や、全体会議などの機会を利用し、定期的にその内容の周知徹底を図っております。当社における反社会的勢力排
除体制として、反社会的勢力対応規程を制定し、反社会的勢力対応部門を管理部門と定めております。

新規取引先ならびに新規採用者については、記事検索、信用調査会社の情報検索等により審査を行い、反社会的勢力への該当性を判断してお
ります。なお、取引先から当社サービスである「KARTE」の利用申込みをいただく際には、反社会的勢力排除条項の規定を盛り込んだ利用規約に
同意いただいた上で申込を承諾しております。その他、代理店との間で締結する契約書等には、反社会的勢力排除条項の規定を盛り込んでおり
ます。既存取引先に対しては、原則として年に１回程度、継続取引先であって前回の調査実施から１年以上が経過している取引先について、新規
引開始時と同様の審査を行っております。また、取引当事者間の法的関係を規定する契約・規約・取引約款等において、取引先が反社会的勢力
等と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には契約を解除できる旨の排除条項を盛り込んでおります。反社会的勢力による不当要
求が発生した場合には、顧問弁護士及び全国暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と連携することとし、有事の際の協力体制を構築して
おります。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



 
 

 


